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(57)【要約】
　【課題】本発明は、フィルムの裏面側に施された模様、色彩または文字等の視認性を十
分に確保しながら適度な金属調の光沢を付与することのできる意匠性に優れた加飾シート
、及び／または加飾成形体を提供することを課題とする。また、環境負荷が小さく、リサ
イクル性にも優れ、電磁波障害を起こさず、そりやＷａｓｈＯｕｔなどのない成形体や反
射体を提供することを課題とする。
　【解決手段】　本発明の加飾シートは（Ａ）少なくとも樹脂Ａからなる層と樹脂Ｂから
なる層を含んでなる積層数が２００以上の積層フィルムであって、波長４００～７００ｎ
ｍにおける平均反射率が５％以上３０％以下、全光線透過率が７０％以上９５％以下、彩
度が０以上１５以下であることを特徴とする積層フィルムと（Ｂ）加飾層からなり、また
、本発明の加飾成形体は、前記加飾シートが（Ｃ）基材上に設けられている。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材上に設けられた加飾層上に波長４００～７００ｎｍにおける平均反射率が５％以上３
０％以下、全光線透過率が７０％以上９５％以下、彩度が０以上１５以下である光学的性
質が異なる少なくとも２種類の樹脂が厚み方向に交互に合計２００層以上積層された積層
フィルムが載置された加飾成形体。
【請求項２】
前記積層フィルムの樹脂ＡからなるＡ層の面内平均屈折率と、樹脂ＢからなるＢ層の面内
平均屈折率の差が０．０３０以上０．０６０以下である請求項１に記載の加飾成形体。
【請求項３】
波長４００～７００ｎｍにおける平均反射率が５％以上３０％以下、全光線透過率が７０
％以上９５％以下、彩度が０以上１５以下である光学的性質が異なる少なくとも２種類の
樹脂が厚み方向に合計２００層以上積層された積層フィルムの一方または両面の面上に加
飾層が形成された加飾シート。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加飾成形体および加飾シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車関係の装飾部品をはじめとして各種家電機器、建築部材などの製品や部材におい
て、意匠性を高めるために木目調、布目調のほか、金属調に加飾されたものなどが用いら
れている。金属調の外観は高級感が引き出せるためニーズが高いが、金属で成形すると重
くなってしまうため樹脂基材を金属調に加飾することが行われている。また、比較的軽量
のアルミやマグネシウム合金製の基材でも更に光沢感や高級感ある金属調の加飾が求めら
れている。
【０００３】
　基材を金属調に加飾する方法として、もっとも一般的に用いられる手法は塗装による方
法である。塗装はさまざまな意匠や機能を製品に付与できる反面、有機溶剤などを使用す
ることが多く、環境への負荷が大きい。また、塗膜の影響でリサイクルが容易にできない
こともあり、昨今の環境問題の高まりのなかで塗装工程を省くことが希求されている。
【０００４】
　金属調に加飾する別の手法として、メッキや蒸着による方法がある。メッキや蒸着の場
合も、基材が樹脂であると金属との複合材となるためにリサイクルが困難であったりする
問題があるが、特にメッキの場合には重金属による環境負荷が大きいため、その代替えが
強く求められている。
【０００５】
　また、単純な金属光沢だけでなく、模様、色彩または文字等のデザインを組み合わせて
意匠性をさらに高めることが各種家電機器、建築部材などの製品に特に求められている。
このような目的には、あらかじめ施された模様、色彩または文字等の上面に金属調の光沢
を付与することが考えられるが、塗装やメッキによる方法では下地の模様や色彩、文字な
どのデザインを隠蔽してしまい、折角の意匠性が損なわれてしまうこととなる。
【０００６】
　一方、金属を用いずに金属光沢を有する材料として、屈折率の異なる樹脂層を交互に多
層に積層し選択的に特定の波長の光を反射するフィルムが知られている（たとえば特許文
献１及び２参照）。しかしながらこれらフィルムもまた非常に強い金属光沢を有するため
下地がモノクロでなく、模様や色彩、文字が施されたものであるときはやはり隠蔽されて
しまう。また、屈折率の異なる樹脂層を交互に多層に積層された玉虫色のフィルムも知ら
れているが（特許文献３）、係るフィルムもまた一部の可視光域において高い金属光沢を
有するものであるため、やはり下地が模様や色彩、文字が施されたものであるときは隠蔽
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されてしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第２００７／２０８６１号パンフレット
【特許文献２】特開２００９－１６４０２９号公報
【特許文献３】特開２００９－７８５３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記した従来技術の問題点に鑑み、フィルムの裏面側に施された模様、色彩
または文字等の視認性を十分に確保しながら適度な金属調の光沢を付与することのできる
意匠性に優れた加飾シートを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の加飾成形体は、基材上に設けられた加飾層上に波長
４００～７００ｎｍにおける平均反射率が５％以上３０％以下、全光線透過率が７０％以
上９５％以下、彩度が０以上１５以下である光学的性質が異なる少なくとも２種類の樹脂
が厚み方向に合計２００層以上積層された積層フィルムが載置されたものであり、本発明
の加飾シートは、波長４００～７００ｎｍにおける平均反射率が５％以上３０％以下、全
光線透過率が７０％以上９５％以下、彩度が０以上１５以下である、光学的性質が異なる
少なくとも２種類の樹脂が厚み方向に合計２００層以上積層された積層フィルムの一方ま
たは両面の面上に加飾層が形成されたものであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、金属調の光沢を有したデザイン性の極めて高い加飾を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例１～５、比較例１～４の設計層厚みを説明する図
【図２】実施例６の設計層厚みを説明する図
【図３】実施例７の設計層厚みを説明する図
【図４】実施例８の設計層厚みを説明する図
【図５】比較例５の設計層厚みを説明する図
【図６】層の折れ曲がり変形の一例
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の加飾成形体に用いる基材としては、有形の固体物であれば特に制限はないが、
一般的には金属、無機物、あるいは、樹脂製の有形の物品である。
【００１３】
　本発明の加飾成形体において、前記基材上には、加飾層が設けられている。なお、加飾
層と基材層との間には接着層など他の層が設けられていても差し支えない。本発明でいう
加飾層とは着色された層をいい、平板な単一色（単彩）である場合のほか、同系色若しく
は異色の模様や色彩、文字が施されたものやテクスチャー（粗い質感）が施されたものも
含まれる。本発明は加飾層の視認性に非常に優れたものであるので、加飾層は模様や色彩
、文字が施されたものやテクスチャー（粗い質感）が施されたものに特に適している。加
飾層の付与は後述する加飾シートによって行う場合や転写シートによって基材上に転写す
る方法、直接基材上に印刷する方法などが挙げられる。
【００１４】
　本発明の加飾成形体において、加飾層の上には波長４００～７００ｎｍにおける平均反
射率が５％以上３０％以下、全光線透過率が７０％以上９５％以下、彩度が０以上１５以
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下であり、光学的性質が異なる少なくとも２種類の樹脂が厚み方向に交互に合計２００層
以上積層された積層フィルムが載置されている。この積層フィルムは直接加飾層上に設け
られていることが加飾層の視認性を高める上で望ましいが、加飾層の視認性を損なわなけ
れば透明の接着層を設けることもできる。ここで、光学的性質が異なるとは、屈折率が異
なることを意味する。望ましくは、前記２種類の樹脂は面内平均屈折率の差が、０．０３
０以上０．０６０以下となるものを選択することが好ましい。より好ましくは０．０３３
以上０．０５５以下である。屈折率差が０．０３より小さい場合には、十分な反射率が得
られない。屈折率差が０．０６０以上であると、透過率が低すぎるため、金属調の光沢と
視認性を両立できない。また、厚み方向屈折率の差が０．０３０以下であると反射光強度
の入射角依存性を低くすることができて広い用途に用いることができるので好ましい。
【００１５】
　前記２種類の樹脂は熱可塑性樹脂、硬化性樹脂のいずれであってもよく、共重合体や２
種以上の樹脂が混合されたものであってもよい。中では、成形性が良好であるため、熱可
塑性樹脂を用いることが望ましい。また、各樹脂中には、本発明の目的を阻害しないかぎ
り、各種添加剤、例えば、酸化防止剤、帯電防止剤、結晶核剤、無機粒子、有機粒子、減
粘剤、熱安定剤、滑剤、赤外線吸収剤、紫外線吸収剤、屈折率調整のためのドープ剤など
が添加されていてもよい。
【００１６】
　熱可塑性樹脂の例としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリメチ
ルペンテンなどのポリオレフィン樹脂、脂環族ポリオレフィン樹脂、ナイロン６・ナイロ
ン６６などのポリアミド樹脂、アラミド樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレ
ンテレフタレート、ポリプロピレンテレフタレート、ポリブチルサクシネート、ポリエチ
レン－２，６－ナフタレートなどのポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアリ
レート樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、４フッ化エチレン
樹脂、３フッ化エチレン樹脂、３フッ化塩化エチレン樹脂、４フッ化エチレン－６フッ化
プロピレン共重合体、フッ化ビニリデン樹脂などのフッ素樹脂、アクリル樹脂、メタクリ
ル樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリグリコール酸樹脂、ポリ乳酸樹脂、などを用いること
ができる。この中で、強度、耐熱性、透明性の観点から、特にポリエステルを用いること
がより好ましい。
【００１７】
　ポリエステルとしては、ジカルボン酸とジオール、あるいはそれらのエステル結合形成
性誘導体を重縮合して得られるものが代表的なもので、本発明においては、共重合体であ
っても２種類のポリエステルが混合されたものであってもよい。ジカルボン酸としては、
例えば、テレフタル酸、イソフタル酸、フタル酸、１，４－ナフタレンジカルボン酸、１
，５－ナフタレンジカルボン酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、４，４’－ジフェニ
ルジカルボン酸、４，４’－ジフェニルスルホンジカルボン酸、アジピン酸、セバシン酸
、ダイマー酸、シクロヘキサンジカルボン酸などが挙げられ、グリコールとしては、例え
ば、エチレングリコール、１，２－プロパンジオール、１，３－ブタンジオール、１，４
－ブタンジオール、１，５－ペンタジオール、ジエチレングリコール、ポリアルキレング
リコール、２，２－ビス（４’－β－ヒドロキシエトキシフェニル）プロパン、イソソル
ベート、１，４－シクロヘキサンジメタノール、スピログリコールなどが挙げられる。ま
た、具体的なポリエステルとしては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピ
レンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン－２，６－ナフタレー
ト、ポリ－１，４－シクロヘキサンジメチレンテレフタレート、ポリエチレンジフェニル
レートなどが代表的なものとして挙げられる。前記２種類ＳＰ値（Solubility Parameter
：溶解パラメーター）の差の絶対値が、１．０以下であることが好ましい。ＳＰ値の差の
絶対値が１．０以下であると層間剥離が生じにくくなる。より好ましくは、該２種類の樹
脂の構造的類似性が高いことが望ましく、すなわち、同じ繰り返し単位をなるだけ多く有
していることが好ましい。例えば、ポリエチレンテレフタレートと共重合ポリエチレンテ
レフタレート、ポリエチレンと共重合ポリエチレンといった関係である。該２種類の樹脂
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の構造的類似性が高いと、さらに層間での剥離が生じにくくなるものである。なお、ＳＰ
値は、ｓｍａｌｌの計算法を用いることとする。ｓｍａｌｌの計算法については、「高分
子データ・ハンドブック　－基礎編－」（培風館発行、１９８６年）が詳しい。
【００１８】
　また、前記２種類の樹脂はそのガラス転移温度差が２０℃以下であることが好ましい。
ガラス転移温度差が２０℃より大きい場合には積層フィルムを製膜する際の厚み均一性が
不良となり、金属光沢の外観不良となることがある。また、積層フィルムを成形する際に
も、過延伸が発生するなどの問題が生じやすい。
【００１９】
　本発明において前記積層フィルムは、前記２種類の樹脂が厚み方向に交互に合計２００
層以上積層されたものである。より好ましくは厚み方向に４００層以上積層され、さらに
好ましくは厚み方向に７００層以上積層されている。層数が多いほど自然な光沢が呈せら
れるがあまりに多すぎても層数に見合うだけの効果は得られない。
【００２０】
　本発明に用いられる前記積層フィルムは、波長４００～７００ｎｍにおける平均反射率
が５％以上３０％以下である。さらに望ましくは、７．５％以上２５％以下である。積層
フィルムの平均反射率が５％未満であると、金属調の光沢が不十分となって金属調ニュア
ンスを認識しづらくなる。平均反射率が３０％より高いと、金属調の光沢が強すぎる結果
、積層フィルムの裏面にある加飾層の模様等を視認しにくくなる。
【００２１】
　本発明における積層フィルムは、全光線透過率が７０％以上９５％以下である。さらに
望ましくは、７５％以上９０％以下である。全光線透過率が７０％未満であると、積層フ
ィルムの裏面にある加飾層まで透過光が十分に届かないために模様等を視認しづらくなる
。一方、全光線透過率が９５％以上の場合には反射率が低くすぎるために本発明の目的を
遂行できなくなる。
【００２２】
　本発明における積層フィルムは、彩度が０以上１５以下である。さらに望ましくは、０
以上１２以下である。彩度は、色の三属性の1つで、色の鮮やかさの尺度であり、彩度が
１５より大きいと色づきがあるために印刷した文字や図案が読みとりにくく、色彩的にも
違和感が生じる。
【００２３】
　本発明の積層フィルムの好ましい層構成を示す１例を図１に示す。図１は、２種類の樹
脂（樹脂Ａと樹脂Ｂ）からなる層を交互に積層したフィルムの樹脂Ａからなる層の層厚み
を、各層順（以後、層番号と称する）に対してプロットしたものである。従って、図では
、ライン状にも一見みえるが、整数の層番号のみに層厚みが対応しており、奇数の層番号
の層が樹脂Ａからなる層であり、偶数の層番号の層が樹脂Ｂからなる層となっている。こ
の点については、図２～図５についても同様である。一方、従来の技術（特許文献１）の
層構成を満たす一例を、同様に図４に例示する。図１からも見てとれるように、前記の層
構成となっている場合、フィルム断面の層厚み分布が表裏で対称もしくは対称に近いもの
とすることができるため、表裏の物性差を抑制することができ、また、加熱などによって
発生するカールなども抑制できる。図４に示すように単調増加または単調減少した層構成
の場合、少しでも積層不良あると特定波長の光の反射率の低下をもたらすため、色づきが
発生しやすいが、図１に示すように、一方の表面から反対の表面に向かうにつれ、増加し
たのち、減少するような層構成の場合は、ごく一部に積層不良が生じ、設計値からはずれ
たとしても、他の部位に同程度の層厚みが存在しているため、彩度を０以上１５以下にす
ることができる。
【００２４】
　なお、本発明では便宜上、図４のような層厚み構成を１段の傾斜構造と呼び、図２や図
５のような層厚み構成を２段の傾斜構造と呼び、図１のような層厚み構成を３段の傾斜構
造と呼び、図３のような層厚み構成を４段の傾斜構造と呼ぶこととする。１段の傾斜構造



(6) JP 2012-196901 A 2012.10.18

10

20

30

40

50

とは、層厚み分布を１本の単調増加曲線または単調減少曲線で近似できる構成のことを言
う。一方、例えば、３段の傾斜構造では、３本の単調増加曲線及び／または単調減少曲線
で近似できる構成のことを言う。本発明では、２段以上の傾斜構造であることが好ましく
、３段以上の傾斜構造であるとさらに好ましい。３段以上の傾斜構造となると干渉縞がほ
とんど見えなくなり、色づきが発生しにくくなる。
【００２５】
　また、本発明における積層フィルムは、層対厚み１０ｎｍ以上２２０ｎｍ未満の層の数
が、層対厚み２２０ｎｍ以上３２０ｎｍ以下の層の数より多いことが好ましい。このよう
にすることにより、色づきが発生しにくくなる。ここで、層対厚みとは、隣接する樹脂Ａ
からなる層（Ａ層）と樹脂Ｂからなる層（Ｂ層）のそれぞれの層厚みを足した厚みである
。また、層対厚みは、Ａ層のみについて一方の表面から数えたｍ番目のＡ層と、Ｂ層のみ
について同表面から数えたｍ番目のＢ層の層厚みを足したものでなければならない。ここ
でｍは整数を表している。例えば、一方の表面から反対側の表面にＡ１層／Ｂ１層／Ａ２
層／Ｂ２層／Ａ３層／Ｂ３層・・・・の順番で並んでいた際、Ａ１層とＢ１層が１番目の
層対であり、Ａ２層とＢ２層が２番目の層対であり、Ａ３層とＢ３層が３番目の層対とな
る。層対厚み１０ｎｍ以上２２０ｎｍ未満の層の数が、層厚み２２０ｎｍ以上３２０ｎｍ
以下の層の数と同数または少ないと、波長帯域４００ｎｍ～１１００ｎｍの反射帯域にお
いて低波長側ほど反射率が低下するため、赤味をおびた外観となるので好ましくない。こ
れは、低波長側の反射を起こす層対の密度が薄くなるために起こるものである。従って、
積層フィルムを構成する層の層対厚みの序列としては、単調に等差数列的に層対厚みが増
加もしくは減少するのではなく、上記条件を満たしながら等比数列的に層対厚みが増加も
しくは減少することが好ましい。より好ましくは、層対厚み１２０ｎｍ以上２２０ｎｍ未
満の層の数が、層対厚み２２０ｎｍ以上３２０ｎｍ以下の層の数の１．０５倍以上２．５
倍以下であることが好ましい。この場合、まったく色づきのない金属調とすることが可能
である。
【００２６】
　また、本発明における積層フィルムは、ポリマーから構成されるため、電磁波を透過す
る金属調のフィルムとなる。ここで、電磁波とは、赤外線の一部と、周波数が３Ｈｚ～３
テラＨｚのものをいう。
【００２７】
　本発明における積層フィルムは、１５０℃における引張試験において、フィルム長手方
向及び幅方向の１００％伸度時の引張応力が３ＭＰａ以上９０ＭＰａ以下であることが好
ましい。このような場合、成形性に優れたものとなり、真空成形、真空圧空成形、プラグ
アシスト真空圧空成形、インモールド成形、インサート成形、冷間成形、プレス成形、絞
り成形などの各種成形において、任意の形状に成形することが容易となる。より好ましく
は、１５０℃における引張試験において、フィルム長手方向及び幅方向の１００％伸度時
の引張応力が３ＭＰａ以上５０ＭＰａ以下である。このような場合、より高い絞り比でも
成形可能となる。１５０℃における引張試験において、フィルム長手方向及び幅方向の１
００％伸度時の引張応力が３ＭＰａ以上９０ＭＰａ以下とするためには、樹脂Ａが結晶性
樹脂であり、樹脂Ｂがシクロヘキサンジメタノール、スピログリコール、ネオペンチルグ
リコールなどの嵩高い基を有する非晶性樹脂であることが好ましい。このような場合、二
軸延伸後においても樹脂Ｂはほとんど配向及び結晶化していないため、引張応力が低くな
るものである。
【００２８】
　本発明における積層フィルムの少なくとも片面の動摩擦係数は０．５以下であることが
好ましい。積層フィルムの動摩擦係数が０．５以下である場合、成型に用いる金型との滑
りが良くなるために、さらに成形性が向上する。
【００２９】
　本発明における積層フィルムでは、少なくとも片面に３μｍ以上のポリエチレンテレフ
タレートまたはポリエチレンナフタレートを主成分とする層を有することが好ましい。よ
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り好ましくは、５μｍ以上のポリエチレンテレフタレートまたはポリエチレンナフタレー
トを主成分とする層を有する。また、両面に３μｍ以上のポリエチレンテレフタレートま
たはポリエチレンナフタレートを主成分とする層を有するとさらに好ましい。３μｍ以上
のポリエチレンテレフタレートまたはポリエチレンナフタレートからなる層がない場合に
は、表面に傷が入った場合などに、傷が非常に見えやすくなるため好ましくない。
【００３０】
　また、本発明における加飾シートは、積層フィルムと加飾層を含んでなることを特徴と
する。ここで加飾層とは、印刷層、着色層、ホログラム層、色補正層、エンボス層、金属
層など視角を通じて美観や多様性を生じさせ得る層をいうが、この他に易接着層、易滑層
、ハードコート層、帯電防止層、反射防止層、耐摩耗性層、紫外線吸収層、透明導電層、
ガスバリア層、剥離層、粘着層、接着層などの機能性層を含有してもよい。
【００３１】
　加飾シートは、積層フィルムの一方の表面、もしくは両面に接着層または粘着層を介し
て貼着されてもよいし、または塗液の塗布、蒸着などの通常用いられる方法にて積層フィ
ルム表面に設けられることで、本発明の加飾シートを作製できる。
【００３２】
　また、本発明の加飾成形体は、積層フィルム、加飾層及び基材層を含んでなるものであ
る。ここで基材層とは、基材を含む多層物品が最終の目的とする形態に加工処理すること
ができることを条件とする材料である。
【００３３】
　基材の具体例としては、各種材質からなる平板、曲面板等の板材、立体形状物品、シー
ト（或いはフィルム）等である。例えば、木材単板、木材合板、パーティクルボード、Ｍ
ＤＦ（中密度繊維板）等の木質繊維板等の板材や立体形状物品等として用いられる木質板
素材、鉄、アルミニウム等の板材、立体形状物品或いはシート等として用いられる金属素
材、ガラス、陶磁器等のセラミックス、石膏等の非セメント窯業系材料、ＡＬＣ（軽量気
泡コンクリート）板等の非陶磁器窯業系材料等の板材や立体形状物品等として用いられる
窯業系素材、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリプロピレン等の
ポリオレフィン系樹脂、ＡＢＳ（アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体）樹
脂、フェノール樹脂、塩化ビニル樹脂、セルロース系樹脂、ゴム等の板材、立体形状物品
或いはシート等として用いられる樹脂素材、或いは、専らシートとして用いられる上質紙
、和紙等の紙、炭素、石綿、ガラス、合成樹脂等の繊維からなる不織布または織布、或い
は、これら２種以上の素材を複合した素材、例えば、板材や立体形状物品等として用いら
れる。
【００３４】
　加飾成形体はこれ以外に、エンボス層、耐候層（ＵＶカット層）、着色層、接着層、基
材樹脂層などのいずれかを含んでなることも好ましい。このよう成形体は、オールポリマ
ーから構成することが可能であり、金属や重金属などを含まないため、環境負荷が小さく
、リサイクル性にも優れ、電波透過性にも優れたものとなる。本発明の成形体では、特に
着色層を有することが好ましい。本発明における積層フィルムでは、可視光線の一部が透
過する場合があるため、着色層を設けることにより、成形体の色目を調整することが可能
となる。また、真空成形、真空圧空成形、プラグアシスト真空圧空成形、インモールド成
形、インサート成形、冷間成形、プレス成形、絞り成形などの各種成型法が適用できるた
め、低コストで成形体を得ることが可能である。このような成形体は、携帯電話、電話、
パソコン、オーディオ機器、家電機器、無線通信機器、レイドーム、自動車内外装部品、
建築材料、ゲーム機、アミューズメント機器、包装容器などに好ましく用いることができ
る。特に、本発明の成形体は、携帯電話、電話、パソコン、オーディオ機器、家電機器、
無線通信機器、レイドームなどの車載部品、ゲーム機などの無線で情報通信を行う機能を
有する機器（無線情報通信機器）の装飾部品として用いることが好ましい。本発明の成形
体は、金属調の外観を有しながら、電波透過性に優れるので、従来の金属調装飾材料のよ
うに電磁波障害を引き起こさないものである。このため、本発明の成形体を情報通信機器
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の装飾部品として用いると、機器の小型化や薄型化が可能となったり、情報通信機器内部
の回路設計の自由度が増すものである。
【００３５】
　次に、本発明の加飾シート、及び／または加飾成形体における積層フィルムの好ましい
製造方法を以下に説明する。２種類の樹脂Ａ及びＢをペレットなどの形態で用意する。ペ
レットは、必要に応じて、熱風中あるいは真空下で乾燥された後、別々の押出機に供給さ
れる。押出機内において、融点以上に加熱溶融された樹脂は、ギヤポンプ等で樹脂の押出
量を均一化され、フィルター等を介して異物や変性した樹脂などを取り除かれる。
【００３６】
　これらの２台以上の押出機を用いて異なる流路から送り出された樹脂Ａ及びＢは、次に
多層積層装置に送り込まれる。多層積層装置としては、マルチマニホールドダイやフィー
ドブロックやスタティックミキサー等を用いることができるが、特に、本発明の構成を効
率よく得るためには、多数の微細スリットを有する部材を少なくとも別個に２個以上含む
フィードブロックを用いることが好ましい。
【００３７】
　このようなフィードブロックを用いると、装置が極端に大型化することがないため、熱
劣化による異物が少なく、積層数が極端に多い場合でも、高精度な積層が可能となる。ま
た、幅方向の積層精度も従来技術に比較して格段に向上する。また、任意の層厚み構成を
形成することも可能となる。この装置では、各層の厚みをスリットの形状（長さ、幅、間
隙）で調整できるため、任意の層厚みを達成することが可能となったものである。このた
め、本願の特徴である層構成を容易に達成できるようになったものである。一方、従来の
装置では、３００層以上の積層を達成するためには、スクエアーミキサーを併用すること
が一般的であったが、このような方法では積層流が相似形で変形・積層されるために、任
意の層厚みを達成することが困難であった。
【００３８】
　本発明では、従来の多層積層フィルムに比較して、薄い層から厚い層への変化もしくは
厚い層から薄い層への層厚みの変化が、非常に急になる。これは、従来の技術では、フィ
ルム中の層厚みの変化が１段の傾斜構造となっているのに対し、本願は２段以上の傾斜構
造となるためである。安易に層数を増やすことは積層精度の低下をまねくが、層数を維持
しながら２段以上の傾斜構造を得ることは従来の技術では不可能であった。本発明では、
多数の微細スリットを有する部材を少なくとも別個に２個以上含むフィードブロックを用
い、各層の厚みに相当する各流量をスリットの間隙で調整することが、特に好ましく、こ
の際、各スリット間隙の間隔精度は±１０μｍ以下であると良い。このような特殊なフィ
ードブロックを用いることにより、高精度でかつ２段以上の傾斜構造を形成することが可
能となるものである。
【００３９】
　次に、本発明の特徴である波長帯域４００ｎｍ～７００ｎｍの相対反射率を５％以上３
０％以下とするためには、各層の層厚みを、下記式１に基づいて設計する必要がある。本
発明における積層フィルムは、光を反射／透過することを可能とするが、その反射率につ
いては樹脂Ａからなる層と樹脂Ｂからなる層の屈折率差と、層数にて制御する。
２×（ｎａ・ｄａ＋ｎｂ・ｄｂ）＝λ　　式１
ｎａ：樹脂Ａからなる層の面内平均屈折率
ｎｂ：樹脂Ｂからなる層の面内平均屈折率
ｄａ：樹脂Ａからなる層の層厚み（ｎｍ）
ｄｂ：樹脂Ｂからなる層の層厚み（ｎｍ）
λ：主反射波長（１次反射波長）
　このようにして所望の層構成に形成した溶融積層体は、次にダイにて目的の形状に成形
された後、吐出される。そして、ダイから吐出された多層に積層されたシートは、キャス
ティングドラム等の冷却体上に押し出され、冷却固化され、キャスティングフィルムが得
られる。この際、ワイヤー状、テープ状、針状あるいはナイフ状等の電極を用いて、静電
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気力によりキャスティングドラム等の冷却体に密着させ急冷固化させることが好ましい。
また、スリット状、スポット状、面状の装置からエアーを吹き出してキャスティングドラ
ム等の冷却体に密着させ急冷固化させたり、ニップロールにて冷却体に密着させ急冷固化
させる方法も好ましい。
【００４０】
　このようにして得られたキャスティングフィルムは、必要に応じて二軸延伸することが
好ましい。二軸延伸とは、長手方向及び幅方向に延伸することをいう。延伸は、逐次に二
方向に延伸しても良いし、同時に二方向に延伸してもよい。また、さらに長手方向及び／
または幅方向に再延伸を行ってもよい。特に本発明では、面内の配向差を抑制できる点や
、表面傷を抑制する観点から、同時二軸延伸を用いることが好ましい。
【００４１】
　逐次二軸延伸の場合についてまず説明する。ここで、長手方向への延伸とは、フィルム
に長手方向の分子配向を与えるための延伸を言い、通常は、ロールの周速差により施され
、この延伸は１段階で行ってもよく、また、複数本のロール対を使用して多段階に行って
も良い。延伸の倍率としては樹脂の種類により異なるが、通常、２～１５倍が好ましく、
積層フィルムを構成する樹脂のいずれかにポリエチレンテレフタレートを用いた場合には
、２～７倍が特に好ましく用いられる。また、延伸温度としては積層フィルムを構成する
樹脂のガラス転移温度～ガラス転移温度＋１００℃が好ましい。
【００４２】
　このようにして得られた一軸延伸されたフィルムに、必要に応じてコロナ処理やフレー
ム処理、プラズマ処理などの表面処理を施した後、易滑性、易接着性、帯電防止性などの
機能をインラインコーティングにより付与してもよい。
【００４３】
　また、幅方向の延伸とは、フィルムに幅方向の配向を与えるための延伸を言い、通常は
、テンターを用いて、フィルムの両端をクリップで把持しながら搬送して、幅方向に延伸
する。延伸の倍率としては樹脂の種類により異なるが、通常、２～１５倍が好ましく、積
層フィルムを構成する樹脂のいずれかにポリエチレンテレフタレートを用いた場合には、
２～７倍が特に好ましく用いられる。また、延伸温度としては積層フィルムを構成する樹
脂のガラス転移温度～ガラス転移温度＋１２０℃が好ましい。
【００４４】
　こうして二軸延伸されたフィルムは、平面性、寸法安定性を付与するために、テンター
内で延伸温度以上融点以下の熱処理を行うのが好ましい。このようにして熱処理された後
、均一に徐冷後、室温まで冷やして巻き取られる。また、必要に応じて、熱処理から徐冷
の際に弛緩処理などを併用してもよい。
【００４５】
　同時二軸延伸の場合について次に説明する。同時二軸延伸の場合には、得られたキャス
トフィルムに、必要に応じてコロナ処理やフレーム処理、プラズマ処理などの表面処理を
施した後、易滑性、易接着性、帯電防止性などの機能をインラインコーティングにより付
与してもよい。
【００４６】
　次に、キャストフィルムを、同時二軸テンターへ導き、フィルムの両端をクリップで把
持しながら搬送して、長手方向と幅方向に同時及び／または段階的に延伸する。同時二軸
延伸機としては、パンタグラフ方式、スクリュー方式、駆動モーター方式、リニアモータ
ー方式があるが、任意に延伸倍率を変更可能であり、任意の場所で弛緩処理を行うことが
できる駆動モーター方式もしくはリニアモーター方式が好ましい。延伸の倍率としては樹
脂の種類により異なるが、通常、面積倍率として６～５０倍が好ましく、積層フィルムを
構成する樹脂のいずれかにポリエチレンテレフタレートを用いた場合には、面積倍率とし
て８～３０倍が特に好ましく用いられる。特に同時二軸延伸の場合には、面内の配向差を
抑制するために、長手方向と幅方向の延伸倍率を同一とするとともに、延伸速度もほぼ等
しくなるようにすることが好ましい。また、延伸温度としては積層フィルムを構成する樹
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脂のガラス転移温度～ガラス転移温度＋１２０℃が好ましい。
【００４７】
　こうして二軸延伸されたフィルムは、平面性、寸法安定性を付与するために、引き続き
テンター内で延伸温度以上融点以下の熱処理を行うのが好ましい。この熱処理の際に、幅
方向での主配向軸の分布を抑制するため、熱処理ゾーンに入る直前及び／あるいは直後に
瞬時に長手方向に弛緩処理することが好ましい。このようにして熱処理された後、均一に
徐冷後、室温まで冷やして巻き取られる。また、必要に応じて、熱処理から徐冷の際に長
手方向及び／あるいは幅方向に弛緩処理を行っても良い。熱処理ゾーンに入る直前及び／
あるいは直後に瞬時に長手方向に弛緩処理する。
【００４８】
　次に、本発明の加飾シートの好ましい製造方法を以下に説明する。加飾シートの製造方
法は特に特に限定されないが、例えば、積層フィルム上に、印刷、コート、転写、金属蒸
着などの加飾層を設けることによって作製することができる。また、樹脂に着色剤を分散
させたものをキャリアフィルム等にコートし、それを積層フィルム上に転写させる方法も
ある。好ましい加飾シートの製造方法としては、積層フィルム上にスクリーン印刷または
グラビア印刷によって厚み１～２５μｍの加飾層を設けて作製するものである。
【００４９】
　次に、本発明の加飾成形体の好ましい製造法について以下に説明する。加飾成型体の製
造方法は特に限定されないが、基材層の表面に加飾シートを設ける方法と、加飾層を設け
た基材層の加飾総曲輪の表面に積層フィルムを設ける方法とがある。基材層の表面に加飾
シートを設ける方法の場合、例えば、成形体基材の表面に接着剤を介して多層積層シート
を貼り付ける方法や、加飾シートを金型内にインサートした状態で、該金型内に樹脂成形
体基材を構成する溶融樹脂を充填した後に冷却する方法等が採用される。また、加飾シー
トの表面上で液状樹脂を硬化させる方法の採用可能である。一方、加飾層を設けた基材層
の加飾層側の表面に積層フィルムを設ける方法の場合、例えば、まず基材層の表面に印刷
、コート、転写、金属蒸着などの加飾層を設けることによって加飾層を設ける。その後、
加飾層を設けた基材層の加飾層側の表面に、例えば、成形体基材の表面に接着剤を介して
多層積層シートを貼り付ける方法や、加飾シートを金型内にインサートした状態で、該金
型内に樹脂成形体基材を構成する溶融樹脂を充填した後に冷却する方法等が採用される。
【実施例】
【００５０】
（物性値の評価法）
（１）層構成及び層厚み
　フィルムの層構成は、ミクロトームを用いて断面を切り出したサンプルについて、電子
顕微鏡観察により求めた。すなわち、透過型電子顕微鏡Ｈ－７１００ＦＡ型（（株）日立
製作所製）を用い、加速電圧７５ｋＶでフィルムの断面を４００００倍に拡大観察し、断
面写真を撮影、層構成及び、各層厚みを測定した。なお、本実施例では、コントラストを
高く得るためにＲｕＯ４を使用して染色した。
【００５１】
　積層構造の具体的な求め方を、説明する。約４万倍のＴＥＭ写真画像を、ＣａｎｏｎＳ
ｃａｎＤ１２３Ｕを用いて画像サイズ７２０ｄｐｉで取り込んだ。画像をＪＰＥＧ形式で
保存し、次いで画像処理ソフトＩｍａｇｅ－Ｐｒｏ　Ｐｌｕｓ　ｖｅｒ．４（販売元　プ
ラネトロン（株））を用いて、このＪＰＧファイルを開き、画像解析を行った。画像解析
処理は、垂直シックプロファイルモードで、厚み方向位置と幅方向の２本のライン間で挟
まれた領域の平均明るさとの関係を、数値データとして読み取った。表計算ソフト（Ｅｘ
ｃｅｌ２０００）を用いて、位置（ｎｍ）と明るさのデータに対してサンプリングステッ
プ６（間引き６）、３点移動平均の数値処理を施した。さらに、この得られた周期的に明
るさが変化するデータを微分し、その微分曲線の極大値と極小値を読み込み、隣り合うこ
れらの間隔を１層の層厚みとして層厚みを算出した。この操作を写真毎に行い、全ての層
の層厚みを算出した。
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【００５２】
　（２）平均相対反射率
　多層フィルムのフィルム幅方向中央部から５ｃｍ四方のサンプルを切り出した。次いで
、日立製作所製　分光光度計（Ｕ－４１００　Ｓｐｅｃｔｒｏｐｈｏｔｏｍａｔｅｒ）を
用いて、入射角度φ＝１０度における相対反射率を測定した。付属の積分球の内壁は、硫
酸バリウムであり、標準板は、酸化アルミニウムである。測定波長は、２５０ｎｍ～１２
００ｎｍ、スリットは２ｎｍ（可視）／自動制御（赤外）とし、ゲインは２と設定し、走
査速度を６００ｎｍ／分で測定した。サンプル測定時は、サンプルの裏面からの反射によ
る干渉をなくすために、サンプルの裏面を油性インキで黒塗りした。次いで、波長範囲４
００～７００ｎｍの平均反射率Ｒaveを算出した。平均反射率Ｒaveの算出方法は、波長１
ｎｍ毎の絶対反射率のデータを用いて、シンプソン法の公式を基づき、反射曲線と波長範
囲で囲まれた面積を計算し、波長範囲の幅である３００で除することにより、平均反射率
Ｒaveを求めた。シンプソン法について詳細な説明は、山内二郎他著書の「電子計算機の
ための数値計算法Ｉ」（培風館）（昭和４０年）に記載されている。
【００５３】
　（３）明度、色度、彩度
　コニカミノルタセンシング株式会社製　分光測色計ＣＭ－３６００ｄを使用して、製品
幅１ｍのフィルムについて、幅方向に１０ｃｍの間隔で各点における明度Ｌ＊と色度（ａ
＊、ｂ＊）を測定した。得られた色度から彩度をもとめ、彩度の最大値と最小値の差を彩
度の範囲とした。
【００５４】
　なお、測定の手順としては、分光測色計付属のゼロ構成ボックスで反射率のゼロ構成を
行い、続いて付属の白色校正板を用いて１００％校正を行った後、以下の条件でフィルム
の明度Ｌ＊及び色度（ａ＊、ｂ＊）を計測した。
モード：反射、ＳＣＩ／ＳＣＥ同時測定
測定径：８ｍｍ
サンプル：非測定面側に黒インキを塗布
　次に色度（ａ＊、ｂ＊）から彩度Ｃ＊を求めた。彩度の定義は以下の通りである。彩度
が０に近いほど、色づきのないものとなる。
Ｃ＊＝（（ａ＊）２＋（ｂ＊）２）１／２

彩度の計算に用いた色度（ａ＊、ｂ＊）はＳＣＩの値を用いた。
【００５５】
　（４）面内平均屈折率
　樹脂Ａの層と、樹脂Ｂの層それぞれについて、厚さ０．５ｍｍのフィルムに切り取り、
幅５ｍｍ、長さ２０ｍｍの大きさの試験片を切り出し、アッベ屈折計（アタゴ製ＤＲ－Ｍ
２）によって、２３℃、５８９ｎｍ波長における屈折率を測定した。ｎ＝５で行い平均値
を算出した。
【００５６】
　（５）全光線透過率
　ＪＩＳ Ｋ－７１３６（２０００年版）に基づいてヘイズメーターＨＧＭ－２ＤＰ（ス
ガ試験器株式会社）を用いて計５回測定し、その平均値をフィルムヘイズ値とした。
【００５７】
　（６）色差
　株式会社日立ハイテクノロジーズ製分光光度計Ｕ４１００に、角度可変絶対反射率付属
装置（２０～６０°）を用いて、フィルム製品幅１ｍの幅方向中央位置の２０°、３０°
、４０°、５０°、６０°のそれぞれの絶対反射率を測定した。なお、測定条件は以下の
通りとした。
検出速度：波長２４０～８５０ｎｍは６００ｎｍ／ｍｉｎ
       　波長８５０～１７５０ｎｍは７５０ｎｍ／ｍｉｎ
サンプリング間隔：１．００ｎｍ
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スリット：波長２４０～８５０ｎｍは２．００ｎｍ
       　波長８５０～１７５０ｎｍは自動制御
ＰｂＳ感度：２
　角度２０°、４０°、６０°のそれぞれの分光反射曲線のＰ波とＳ波からこれらを平均
化した分光反射曲線をもとめた。次に、各角度の平均分光反射曲線から、光源をＤ６５と
し、１０°視野のＬ＊、ａ＊、ｂ＊を算出し、以下の式から角度依存性色差ΔＥａｂを求
めた。
ΔＥａｂ（４０°←２０°）＝（（ａ＊（４０°）－ａ＊（２０°））２＋（ｂ＊（４０

°）－ｂ＊（２０°））２）１／２

ΔＥａｂ（６０°←４０°）＝（（ａ＊（６０°）－ａ＊（４０°））２＋（ｂ＊（６０

°）－ｂ＊（４０°））２）１／２

ΔＥａｂ＝ΔＥａｂ（４０°←２０°）＋ΔＥａｂ（６０°←４０°）

ここで、ａ＊（ｎ）　：　角度ｎ°におけるａ＊

ｂ＊（ｎ）　：　角度ｎ°におけるｂ＊

　（７）干渉縞
　黒色台紙の上に縦５００ｍｍ、横５００ｍｍサイズの積層フィルム、加飾シートあるい
は成型体を置いて、３波長蛍光灯で照らし、目視観察により以下の基準で判断した。
×：干渉縞がはっきりと見える
△：干渉縞がわずかに見える
○：干渉縞がほとんど見えない。
【００５８】
　（８）剥離試験
　積層フィルム、加飾シートあるいは加飾成型体について、ＪＩＳ　Ｋ５６００（２００
２年版）に従って試験を行った。なお、各試料を硬い素地とみなし、２ｍｍ間隔で２５個
の格子状パターンを切り込んだ。また、約７５ｍｍの長さに切ったテープを格子の部分に
接着し、テープを６０°に近い角度で０．５～１．０秒の時間で引き剥がした。ここで、
テープにはセキスイ製セロテープ（登録商標）Ｎｏ．２５２（幅１８ｍｍ）を用いた。評
価結果は、格子１つ分が完全に剥離した格子の数で表した。
【００５９】
　（９）視認性
　積層フィルム（Ａ）の下にカラー写真を置き、積層フィルムを通して写真を見た場合の
画像の鮮明度とムラを目視で観察した。○以上を良好と判断した。
判定基準
　　像が鮮明に見える 　　　　　　　　： ◎
　　わずかに像がぼやけるがムラがない ： ○
　　像がぼやける部分が混在する　　　 ： △
　　全体に像がぼやける　　　　　　　 ： ×
　（１０）光沢度
　ＪＩＳ－Ｚ－８７４１（１９９７年版）に規定された方法に従って、スガ試験機製デジ
タル変角光沢度計ＵＧＶ－５Ｄを用い、６０°鏡面光沢度を測定した。測定数はｎ＝５で
行い、最大値と最小値を除いた３つの測定値の平均値を採用した。
【００６０】
　（１１）電磁波シールド性
ＡＳＴＭ　Ｄ４９３５に準拠して、キーコム株式会社の同軸管タイプ シールド効果測定
システムにて、４５Ｍ～３ＧＨｚの電磁波透過性を測定した。実施例・比較例については
、２．４ＧＨｚの損失を記載した。
【００６１】
　（実施例１）
１．樹脂Ａの合成
　テレフタル酸ジメチルを１００重量部、エチレングリコールを６４重量部用いる以外は
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前記と同様にして樹脂Ａを重合した。樹脂Ａは固有粘度０．６５のポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）であり、結晶性樹脂であった。
２．積層フィルムの作製方法
　２種類の熱可塑性樹脂として、樹脂Ａ、及び樹脂Ａを６０重量％、エチレングリコール
に対しシクロヘキサンジメタノールを３０ｍｏｌ％共重合したポリエチレンテレフタレー
ト（ＰＥ／ＣＨＤＭ・Ｔ）とされる　ＥａｓｔａｒＣｏｐｌｙｅｓｔｅｒ６７６３を４０
重量％で混合してなる樹脂Ｂを準備した。樹脂Ａ及び樹脂Ｂは、それぞれ別のベント付き
二軸押出機にて２８０℃の溶融状態とした後、ギヤポンプ及びフィルターを介して、３０
１個のスリットを有する部材を別個に３個有する９０１層のフィードブロックにて合流さ
せた。なお、両表層部分は樹脂Ａとなり、樹脂Ａと樹脂Ｂが交互に積層され、かつ隣接す
る樹脂Ａからなる層と樹脂Ｂからなる層の層厚みは、ほぼ同じになるようにした。つづい
て、Ｔ－ダイに導いてシート状に成形した後、静電印加にて表面温度２５℃に保たれたキ
ャスティングドラム上で急冷固化し、キャストフィルムを得た。
【００６２】
　得られたキャストフィルムを、７５℃に設定したロール群で加熱した後、延伸区間長１
００ｍｍの間で、フィルム両面からラジエーションヒーターにより急速加熱しながら、縦
方向に３．３倍延伸し、その後一旦冷却した。つづいて、この一軸延伸フィルムの両面に
空気中でコロナ放電処理を施し、基材フィルムの濡れ張力を５５ｍＮ／ｍとし、その処理
面に（ガラス転移温度が１８℃のポリエステル樹脂）／（ガラス転移温度が８２℃のポリ
エステル樹脂）／平均粒径１００ｎｍのシリカ粒子からなる積層形成膜塗液を塗布し、透
明・易滑・易接着層を形成した。
【００６３】
　この一軸延伸フィルムをテンターに導き、１００℃の熱風で予熱後、１１０℃の温度で
横方向に３．５倍延伸した。延伸したフィルムは、そのまま、テンター内で２４０℃の熱
風にて熱処理を行い、続いて同温度にて幅方向に７％の弛緩処理を施し、その後、室温ま
で徐冷後、巻き取った。得られたフィルムの厚みは、１００μｍであった。この積層フィ
ルムの設計層厚みは、図１のとおりであり、スリット間隙を調整することにより、各層の
層厚みを制御した。この積層フィルムとしての構成及び特性は表１の通りである。
３．加飾シートの作製方法
　上記に記述した積層フィルムの片面に、スクリーン印刷にて黒色の架橋性インキ層を形
成した後、バインダー層を形成させた。印刷条件は以下の通り。架橋性インキ層の厚みは
５μｍであった。
＜黒色の架橋性インキ＞
着色顔料：三菱化学（株）製　カーボンブラック　ＭＡ１００　８重量部
ポリエステルポリオール樹脂：東洋紡（株）製　バイロン２００　２５重量部
溶剤：シクロヘキサン　３５重量部
架橋剤：イソシアネート系架橋剤　日本ポリウレタン工業（株）製　コロネート２０９６
　１０重量部
スクリーンメッシュ：Ｔ－２２５
乾燥：８０℃×１０分（ボックス乾燥）
塗布回数：１回
＜バインダー＞
バインダー：帝国インキ製造株式会社製　ＩＭＢ－００３
スクリーンメッシュ：Ｔ－２２５
乾燥：９０℃×６０分（ボックス乾燥）
　得られた加飾シートの特性を表１に示した。金属光沢を有する外観が得られ、同時にス
クリーン印刷した図柄が明瞭に視認することができた。
【００６４】
　（実施例２）
　樹脂Ｂとして、樹脂Ａを４７．５重量％、イーストマン製のエチレングリコールに対し
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シクロヘキサンジメタノールを３０ｍｏｌ％共重合したポリエチレンテレフタレート（Ｐ
Ｅ／ＣＨＤＭ・Ｔ）とされる　ＥａｓｔａｒＣｏｐｌｙｅｓｔｅｒ６７６３を５２．５重
量％で混合してなる樹脂を用いた以外は、実施例１と同様に加飾シートを作製した。得ら
れたシートの厚みは、１００μｍであった。得られた結果を表１に示す。
【００６５】
　（実施例３）
　樹脂Ａとして、固有粘度が０．６７のポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）を用い、樹
脂Ｂとして、樹脂Ａを３５重量％、固有粘度が０．６７のポリエチレンナフタレート（Ｐ
ＥＮ）を６５重量％で混合してなる樹脂を用いた以外は、実施例１と同様に加飾シートを
作製した。得られたシートの厚みは、１００μｍであった。得られた結果を表１に示す。
なお、実施例３の樹脂Ａは、２，６－ナフタレンジカルボン酸ジメチル１００部とエチレ
ングリコール６０部を用いる以外は、実施例１の樹脂Ａと同様に重合した。
【００６６】
　（実施例４）
　樹脂Ｂとして樹脂Ａを２５重量％、出光興産株式会社製のポリカーボネート樹脂（ＰＣ
）　タフロンＬＣ１７００を７５重量％用いた以外は、実施例１と同様に加飾シートを作
製した。得られたフィルムの厚みは、１００μｍであった。得られた結果を表１に示す。
【００６７】
　（実施例５）
　樹脂Ａとして日本ポリエチレン株式会社製の高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）　ノバテ
ックＨＦ５６０を用い、樹脂Ｂとして日本ポリエチレン株式会社製の低密度ポリエチレン
（ＬＤＰＥ）　ノバテックＬＦ６４０ＭＡを用いた以外は、実施例１と同様に加飾シート
を作製した。得られたフィルムの厚みは１００μｍであった。得られた結果を表１に示す
。
【００６８】
　（実施例６～８）
　設計層厚みが図２～図４になるようにフィードブロックのスリット形状等を変更し、厚
みを調整した以外は、実施例１と同様に加飾シートを作製した。得られた結果を表１に示
す。
【００６９】
　（実施例９）
　実施例１にて得られた加飾シートを所定の寸法にカットし、金型にセットして、以下の
条件でインサート成形して加飾成形体を作製した。得られた加飾成形体には、層の折れ曲
がり変形は観察されず、ゲート部にＷａｓｈＯｕｔと呼ばれる変色もなく、外観に優れる
ものであった。また、そりはほとんどなかった。
型締圧力：６０ｔｏｎ
金型温度：６０℃
成形樹脂：住友ダウ株式会社製　ＰＣ／ＡＢＳアロイ　ＳＤポリカ　ＩＭ６０１１
成形樹脂温度：２６０℃
射出速度：５０ｍｍ／ｓ
成形品寸法(Ｌ×Ｗ×Ｈ)：６０×６０×３ｍｍ
ゲート：φ２ｍｍピンゲート。
【００７０】
　（実施例１０）
　加飾シートとして、実施例２にて得られた加飾シートを用いた以外は、実施例９と同様
に加飾成型体を作製した。得られた加飾成形体には、層の折れ曲がり変形は観察されず、
ゲート部にＷａｓｈＯｕｔと呼ばれる変色もなく、外観に優れるものであった。また、そ
りはほとんどなかった。
【００７１】
　（比較例１）
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　樹脂Ｂとして、樹脂Ａを３０重量％、イーストマン製のエチレングリコールに対しシク
ロヘキサンジメタノールを３０ｍｏｌ％共重合したポリエチレンテレフタレート（ＰＥ／
ＣＨＤＭ・Ｔ）とされる　ＥａｓｔａｒＣｏｐｌｙｅｓｔｅｒ６７６３を７０重量％で混
合してなる樹脂を用いた以外は、実施例１と同様に加飾シートを作製した。得られたシー
トの厚みは、１００μｍであった。得られた結果を表２に示す。
【００７２】
　（比較例２）
　樹脂Ｂとして、樹脂Ａを２０重量％、イーストマン製のエチレングリコールに対しシク
ロヘキサンジメタノールを３０ｍｏｌ％共重合したポリエチレンテレフタレート（ＰＥ／
ＣＨＤＭ・Ｔ）とされる　ＥａｓｔａｒＣｏｐｌｙｅｓｔｅｒ６７６３を８０重量％で混
合してなる樹脂を用いた以外は、実施例１と同様に加飾シートを作製した。得られたシー
トの厚みは、１００μｍであった。得られた結果を表２に示す。
【００７３】
　（比較例３）
　樹脂Ｂとして、イーストマン製のエチレングリコールに対しシクロヘキサンジメタノー
ルを３０ｍｏｌ％共重合したポリエチレンテレフタレート（ＰＥ／ＣＨＤＭ・Ｔ）とされ
る　ＥａｓｔａｒＣｏｐｌｙｅｓｔｅｒ６７６３を用いた以外は、実施例１と同様に加飾
シートを作製した。得られたシートの厚みは、１００μｍであった。得られた結果を表２
に示す。
【００７４】
　（比較例４）
　樹脂Ｂとして、樹脂Ａを用いた以外は、実施例１と同様に加飾シートを作製した。得ら
れたシートの厚みは、１００μｍであった。得られた結果を表２に示す。
【００７５】
　（比較例５）
　設計層厚みが図５のようになるようにフィードブロックのスリット形状等を変更し、厚
みを調整した以外は、実施例１と同様とした。得られた結果を表２に示す。
【００７６】
　（比較例６）
　加飾シートとして、比較例５にて得られた加飾シートを用いた以外は、実施例９と同様
に加飾成型体を作製した。得られた加飾成形体には、ゲート部付近でフィルムの変色が観
察されるとともに、インキ流れも観察された。インキ流れが見られた部位のフィルム断面
を観察してみると、層数が減少しフィルム厚みが薄くなっているとともに、層の折れ曲が
り変形（図６参照）も認められた。また、高さ０．６ｍｍ程度のそりが発生していた。
【００７７】
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【表１】

【００７８】
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【表２】

【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明の用途は特に限定されないが、自動車関係の装飾部品をはじめとして各種家電機
器、建築部材などの製品（部品）などに特に好適に用いることができるものである。

【図１】 【図２】
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